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様式第１号
[bookmark: _Hlk158108597]
出　店　許　可　申　請　書

令和　　　年　　　　月　　　　日
（宛先）
一般財団法人十和田市スポーツ協会　会長

(申請者)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　 所
氏　 名　　　　　　　   　　　　　　 ㊞
	TEL
　
下記の通り出店したいので、許可申請いたします。
なお、出店に際しては、大会開催時の売店等の設置に関する運営要綱を遵守致します。

記　
	施　設　名
	

	大会の名称
	

	入場料金の有無
	有 （　　　　　　円／大人） ・ 無

	出　 店　 日
	令和　　年　　月　　日（ 　）～ 令和　　年　　月　　日（　 ）

	出 店 場 所
	
	屋内 ・ 屋外（　　　　㎡）

	販 売 品 目
	品　　名
	　販売金額（円）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	搬入備品等
	

	搬 入 日 時
	令和　年　月　日（ 　）  　：  　～ 令和　年　月　日（　 ）   ：  　

	搬 出 日 時
	令和　年　月　日（ 　）  　：  　～ 令和　年　月　日（　 ）   ：  　

	販売責任者
	　　　TEL




	添 付 書 類
	・出店レイアウト　・食品衛生法関係法令等許可証　・届出書写し
・消防法関係法令等届出書写し　・その他





大会等開催時の売店等の設置に関する管理運営要綱参考


（目　的）	
第１条　この要綱は、一般財団法人十和田市スポーツ協会（以下「協会」という。）が、管理業務を行う公共スポーツ施設（以下「指定管理施設」　という。）における大会等において指定管理施設内に設置する売店、広告宣伝ブース等（以下「売店等」いう。）の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

（出店の申請）
第２条　売店等の出店を希望する者は、指定された期日までに、出店許可申請書（様式第１号）に関係書類を添えて、協会に対し出店許可申請を行うものとする。

（出店の許可）
第３条　協会は、申請内容及び指定管理施設の設置スペース等を勘案し、大会等の運営に支障がないと認められる範囲内において、出店の可否を決定し、出店許可書（様式第２号）を交付するものとする。

（販売品目等）
第４条　売店等において販売、展示を認める品目は、次の各号に掲げるものとする。
[bookmark: _Hlk158208643](1) スポーツ用品の販売、展示
(2) 食品の販売
食品を販売する場合は、次に掲げるもので、食品衛生法法令等に基づいた調理、加工を行い、容器包装等により衛生的措置が取られたものとする。なお、屋内設置スペースで販売する場合は調理または加工を行った食品とする。
ア 弁当類
　　製造所在地、製造者氏名、消費・賞味期限（時間含む）、食品の原材料、保存方法及び早期喫食の呼びかけ等必要な表示が行われているもので、保管は保冷資材等の使用により、適切な管理を行うこと。
イ パン・菓子類
　　安全性が高く、衛生的に包装されたもの。
ウ 土産品　
　　包装、内容、品質等において土産品としてふさわしいもの。
(3) その他大会参加者、一般観覧者等にとって必要と認めるもの。

（食品の販売）
第５条　食品を販売する場合は、次の各号に該当する場合、必要な手続き、措置を行わなければならないものとする。
(1) 食品を販売する売店の出店にあたっては、出店場所、保管方法、取扱い食品等について、所轄の保健所と協議するものとする。
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(2) 食品衛生法関係法令等により営業許可を必要とする出店者にあたっては、所轄の保健所の許可を受け、その許可証の写しを協会へ提出、売店にその許可証を掲示しなければならない。
(3) 中毒等販売した食品に起因する事故が発生した場合、出店者の責任において、誠意ある
対応及び被害者への賠償責任等を行うものとする。
(4) 消防法関係法令等により、届出を必要とする出店者にあたっては、所轄の消防署へ届け出を行い受理印を押された届け出書の写しを協会へ提出するとともに、売店にその届出書を掲示しなければならない。

（出店の場所）
第６条　出店の場所は、協会が指定した場所、または別掲レイアウトのとおりとする。

（出店の規模）
第７条　出店者の１店舗当たりの規模は次の通りする。また、出店者が２店舗を出店する場合は、１店舗の出店料を乗ずるものとする。ただし、特別な事情があると協会が認める場合は
この限りではない。
(1) 屋内の出店　　１店舗あたり６㎡（２ｍ×３ｍ）以内とする。
(2) 屋外の出店　　１店舗あたり12㎡以内とする。

（出店備品等）
第８条　協会は、次に掲げる備品等を無償貸与するものとする。
(1) 長机
(2) 椅子
(3) その他保有する貸与可能な物品

[bookmark: _Hlk158209859]（営業時間）
第９条　営業時間は、原則として午前９時～午後５時までとする。ただし、特別な事情のあると認める場合この限りでないものとする。

（出店料）
第10条　出店者は、別表１に定める出店料を協会が指定する期日までに納付するものとする。なお、出店料の納付後、出店者の事情により出店を取りやめた場合は、出店料を返還しないものとする。

（減免）
第11条　出店料の減免の基準及び範囲は、次のとおりとする。
(1) 市が主催または共催する事業は、全額減免する。
(2) 前号に定めるもののほか、会長が特別の理由があると認めたときは、会長が必要と認める額を減免する。
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（出店料の還付）
第12条　出店料の還付の基準は、次のとおりとする。
(1) 天候その他不可抗力のより出店することができない場合。
(2) 協会又は公益上の都合により出店許可を取り消した場合
(3) 前２号に定めるもののほか協会が特別な理由があると認めた場合。

（暴力団等関与に対する出店許可の取り消し）
第13条　協会は、十和田市暴力団排除条例第８条の規定に基づき、出店者が暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有する者、その親族等及び使用者であることが判明した時は、出店許可を取り消すことができる。この場合において、取り消しにより出店者に損害があっても、協会はその損害の賠償の責めを負わないものとする。

（遵守事項）
第14条　出店者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 売店には、出店許可証（様式第２号）を掲示すること。
(2) 販売品目は、大会等にふさわしいものとすること。
(3) 指定された場所以外での立ち売り、呼び込み及び拡声器等を使用した販売行為は行なわないこと。
(4) 商品を不当な価格で販売しないこと。
(5) 屋内での火気は使用しない事。
(6) 店舗及びその周辺の清掃は出店者の責任において行い、発生した廃棄物は、当日中に出店者において処分し、常に環境美化に努めること。
(7) 出店の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し又は売店の管理運営を委託しないこと。
(8) 接客にあたっては、大会等にふさわしい節度ある行動をとること。
(9) 売店の設置、撤去、商品の搬入については、協会の指示に従うこと。
(10) 天候の悪化等の事情により、協会がやむを得ず、危険回避のために撤去命令を出した　場合はその指示に従うこと。
(11) 協会及び大会主催者の指示に従い、良識ある売店の管理運営を実施すること。

（損害賠償）
第15条　出店者は、指定管理施設または第三者に損害を与えたときは、出店者が賠償の責めを負うものとする。

（原状回復）
第16条　出店者は、出店を終了したとき、または出店許可を取り消されたときは、速やかに現状を回復し、協会の検査を受けなければならない。

（管理責任）
第17条　売店における商品の管理は出店者の責任とし、盗難その他不可抗力による災害であっても、協会は一切のその責めを負わないものとする。
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（その他）
第18条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、協会が別に定める。


附　則
この要綱は、　令和６年４月１日から施行する。



別表１　料金表（税込）
	区　　分
	入場無料の場合
	入場料を徴収する大会

	
	協会加盟団体
	加盟団体以外
	

	スポーツ用品
販売／展示
	屋内   ６㎡／日
	　3,000円
	　5,000円
	　10,000円

	
	屋外  12㎡／日
	
	
	

	食品の販売
	屋内   ６㎡／日
	　3,000円
	　5,000円
	

	
	屋外  12㎡／日
	
	
	

	その他
	屋内   ６㎡／日
	　3,000円
	　 5,000円
	

	
	屋外  12㎡／日
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